
専第1号

令和5年度 池田町一般会計補正予算 （第2号）

令和5年度池田町一般会計補正予算（第2号）は、次に定めるところによる。

（歳入歳出予算の補正）

第1条歳入歳出予算の総額に、歳入歳出それぞれ 10, 210千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出

それぞれ 9， 673， 325千円とする。

2 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、 「第1表歳入歳出予算

補正」による。

上記は、地方自治法（昭和22年法律第67号）第179条第1項の規定により専決処分する。

令和5年4月20 日

池田町長 岡崎和夫

－1－



【第1表】 －2－

第1表歳入歳出予算補正

款 項 補正前 の 額 補 正 額 計

14国 庫 支 出 金

2国 庫 補 助 金

825 , 446

138 9 112

10 ， 210

10 ， 210

835 、 656

148 , 322

歳 入 合 計 9 ， 663 ， 115 10 ， 210 9 , 673 ， 325



タ

【第1表】 －3－

款 項 補正前 の額補 正 額 計

3民 生 費

2児 童 福 祉 費

2 9 914 ’ 532

1 p 328 , 175

10 ’ 210

10 ， 210

2 》 924 ， 742

1 , 338 p 385

歳 出 合 計 9 , 663 ， 115 10 ， 210 9 , 673 , 325



【総括】 －4－

令和5年度池田町一般会計歳入歳出補正予算事項別明細書

1 総括

款 補正前の額 補 正 額 計

14国 庫 支 出 金 825 , 446 10 , 210 835 ， 656

歳 入 合 計 9 , 663 ’ 115 10 , 210 9 ， 673 ， 325



【総括】 －5－

款 補正前の額 補正額 計

本年度予算額の財源内訳

特 定 財 源

国支出金 県支出金 地方債 その他

一般財源

3民 生 費 2,914,532 10,210 2,924,742 10,210

歳 出 合 計 9，663，115 10,210 9,673,325 10,210



【国庫支出金】 －6－

2歳入

(款) 14国庫支出金

目 補正前の額 補正額 計

節

区 分 金額
説 明

2民生費国庫補助金 7,575 10,210 17,785 2児童福祉費補助金 10,210 子育て世帯生活支援特別給付金（低所得の子育
て世帯分）

計 138,112 10,210 148,322

合計 9,663,115 10，210 9,673,325



3歳出
(款） 3民生費

【民生費】 －7－

目 補正前の額 補正額 計

節

区分 金額
説 明

l児童福祉総

務費

473,480 10,210 483,690

10需用費

1l役務費

12委託料

18負担金補助

及び交付金

120

46

594

9,450

予算現額 国支出金 県支出金 地方債 その他 一般財源

12,798 22,855 66,583 371,244

今回補正 国支出金 県支出金 地方債 その他 一般財源
10,210

児童福祉総務費 10,210

消耗品費 70 印刷製本費 50

郵便料 29 口座振替手数料 17

情報処理委託料 594 子育て世帯生活支援特別給付金（低所得の子
育て世帯分） 9.450

計 1,328,175 10,210 1,338,385


